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児
童

相
談

所
を

設
置

す
る

中
核

市
に

お
い

て
療

育
手

帳
の

交
付

を
可

能
と

す
る

た
め

の
制

度
の

見
直

し
に

つ
い

て
（提

案
）

平
成

３
０

年
７

月
１

０
日

兵
庫

県
・
明

石
市

1

1

重点番号９：療育手帳の交付決定権限の都道府県から児童相談所を設置し　　　　　　ている中核市への移譲（兵庫県・明石市）



療
育

手
帳

制
度

の
概

要

知
的

障
害

児
・
者

へ
の

一
貫

し
た

指
導

・
相

談
を

行
う

と
と

も
に

、
こ

れ
ら

の
者

に
対

し
て

各
種

の
援

助
措

置
を

受
け

や
す

く
す

る
た

め
、

児
童

相
談

所
又

は
知

的
障

害
者

更
生

相
談

所
に

お
い

て
知

的
障

害
と

判
定

さ
れ

た
者

に
対

し
て

、
都

道
府

県
知

事
又

は
指

定
都

市
市

長
が

交
付

す
る

。

【
制

度
の

根
拠

】
療

育
手

帳
制

度
要

綱
（
昭

和
４

８
年

９
月

２
７

日
厚

生
省

発
児

第
１

５
６

号
厚

生
事

務
次

官
通

知
）

【
障

害
の

程
度

及
び

判
定

基
準

（
１

８
歳

未
満

の
者

）
】

重
度

（
Ａ

）
と

そ
れ

以
外

（
Ｂ

）
に

区
分

○
重

度
（
Ａ

）
の

基
準

知
能

指
数

が
お

お
む

ね
３

５
以

下
の

児
童

で
あ

っ
て

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

し
、

日
常

生
活

に
お

い
て

常
時

介
護

を
要

す
る

も
の

・
食

事
、

着
脱

衣
、

排
泄

、
洗

面
等

日
常

生
活

動
作

の
介

助
を

必
要

と
し

、
社

会
生

活
へ

の
適

応
が

著
し

く
困

難
で

あ
る

こ
と

。
・
異

食
、

興
奮

等
問

題
行

動
を

有
し

、
監

護
を

必
要

と
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

○
そ

れ
以

外
（
Ｂ

）
の

基
準

重
度

（
Ａ

）
以

外
の

者

【
療

育
手

帳
に

基
づ

く
援

助
措

置
の

例
】

・
特

別
児

童
扶

養
手

当
・
心

身
障

害
者

扶
養

共
済

・
国

税
、

地
方

税
の

諸
控

除
及

び
減

免
税

・
公

営
住

宅
の

優
先

入
居

・
Ｎ

Ｈ
Ｋ

受
信

料
の

免
除

・
旅

客
鉄

道
株

式
会

社
等

の
旅

客
運

賃
の

割
引

2

2



知
的

障
害

児
に

対
す

る
療

育
手

帳
交

付
の

流
れ

【
現

行
】
①

現
行

制
度

に
お

い
て

、
知

的
障

害
児

（
１

８
歳

未
満

の
者

）に
つ

い
て

は
、

児
童

相
談

所
（※

）
が

判
定

を
行

い
、

都
道

府
県

知
事

又
は

指
定

都
市

市
長

が
当

該
判

定
に

基
づ

い
て

交
付

す
る

こ
と

と
な

る
。

（
ア

）
都

道
府

県
お

け
る

交
付

の
流

れ

※
児

童
相

談
所

の
設

置
に

つ
い

て
（児

童
福

祉
法

）

都
道

府
県

及
び

指
定

都
市

必
置

義
務

あ
り

中
核

市
等

上
記

以
外

の
自

治
体

任
意

（
政

令
で

指
定

す
る

市
等

）

市
民

都
道

府
県

児
童

相
談

所
市

町
村

（
指

定
都

市
を

除
く

）

①
申

請
②

進
達

③
判

定
・
交

付
決

定

④
手

帳
の

送
付

⑤
交

付

3

3



知
的

障
害

児
に

対
す

る
療

育
手

帳
交

付
の

流
れ

【
現

行
】
②

（
イ

）
指

定
都

市
お

け
る

交
付

の
流

れ

市
民

指
定

都
市

児
童

相
談

所

①
申

請

②
判

定
・
交

付
決

定

③
交

付

（
ウ

）
児

童
相

談
所

を
設

置
す

る
中

核
市

に
お

け
る

交
付

の
流

れ

現
状

は
横

須
賀

市
と

金
沢

市
の

２
市

。
平

成
３

１
年

４
月

に
明

石
市

が
児

童
相

談
所

を
設

置
し

、
３

市
目

と
な

る

市
民

都
道

府
県

児
童

相
談

所

児
童

相
談

所
を

設
置

す
る

中
核

市

①
申

請
②

進
達

③
判

定
⑤

交
付

の
決

定
④

判
定

結
果

の
進

達

⑦
交

付
⑥

手
帳

の
送

付

4

4



児
童

相
談

所
を

設
置

す
る

中
核

市
で

生
じ

る
問

題
点

①
国

の
制

度
要

綱
に

基
づ

く
と

、
不

可
分

の
関

係
に

あ
る

判
定

と
交

付
決

定
の

権
限

が
市

と
県

に
分

か
れ

る
こ

と
に

な
り

、
•

申
請

書
の

県
へ

の
進

達
•

判
定

結
果

の
県

へ
の

進
達

な
ど

、
指

定
都

市
に

は
な

い
事

務
手

続
き

が
生

じ
、

行
政

効
率

の
低

下
、

ひ
い

て
は

市
民

サ
ー

ビ
ス

の
低

下
を

招
く
懸

念
が

あ
る

。

②
さ

ら
に

、
申

請
者

が
交

付
決

定
に

関
し

て
不

服
が

あ
る

場
合

、
行

政
不

服
審

査
法

に
基

づ
く
不

服
の

申
立

て
は

、
交

付
者

で
あ

る
県

に
行

う
こ

と
と

な
る

が
、

交
付

の
可

否
を

決
め

る
判

定
は

市
で

あ
る

た
め

、
不

服
審

査
の

事
務

に
お

い
て

も
県

と
市

の
間

で
や

り
と

り
が

生
じ

る

5

5



6

交
付

年
度

例
番

交
付

種
別

受
付

日
（
市

町
）

A

受
付

日
（
県

）
B

面
接

日
判

定
日

交
付

日
（
県

)
C

交
付

日
（
市

)
D

市
町

～
県

受
付

ま
で

の
期

間
（
日

）
B

-
A

市
町

受
付

～
市

町
交

付
ま

で
の

期
間

（
日

）
D

-
A

備
考

（
面

接
日

か
ら

判
定

ま
で

日
数

が
か

か
っ

た
理

由
　

等
）

例
１

新
規

H
2
7
.5

.1
4

H
2
7
.5

.2
0

H
2
7
.6

.2
4

H
2
7
.6

.2
4

H
2
7
.6

.2
4

6
4
2

例
２

新
規

H
2
7
.8

.1
1

H
2
7
.8

.1
8

H
2
7
.1

0
.8

H
2
7
.1

0
.8

H
2
7
.1

0
.8

7
5
8

例
３

新
規

H
2
7
.1

0
.1

3
H

2
7
.1

0
.2

1
H

2
7
.1

2
.3

H
2
7
.1

2
.3

H
2
7
.1

2
.3

8
5
0

例
４

更
新

H
2
7
.1

1
.2

7
H

2
7
.1

2
.8

H
2
8
.1

.2
6

H
2
8
.1

.2
6

H
2
8
.1

.2
6

1
1

5
6

例
５

更
新

H
2
7
.1

0
.1

3
H

2
7
.1

0
.2

1
H

2
7
.1

2
.3

H
2
7
.1

2
.3

H
2
7
.1

2
.3

8
5
0

例
１

新
規

H
2
8
.5

.3
1

H
2
8
.6

.6
H

2
8
.8

.4
H

2
8
.8

.4
H

2
8
.8

.4
6

6
6

例
２

新
規

H
2
8
.8

.1
7

H
2
8
.8

.2
5

H
2
8
.1

1
.1

0
H

2
8
.1

1
.1

0
H

2
8
.1

1
.1

0
8

8
4

例
３

新
規

H
2
8
.9

.3
0

H
2
8
.1

0
.1

1
H

2
8
.1

2
.9

H
2
8
.1

2
.9

H
2
8
.1

2
.9

1
1

6
6

例
４

更
新

H
2
8
.6

.1
H

2
8
.6

.6
H

2
8
.7

.2
8

H
2
8
.7

.2
8

H
2
8
.7

.2
8

5
5
9

例
５

更
新

H
2
8
.8

.2
9

H
2
8
.9

.5
H

2
8
.1

1
.1

6
H

2
8
.1

1
.1

6
H

2
8
.1

1
.1

6
7

7
9

例
６

更
新

H
2
8
.8

.2
2

H
2
8
.8

.2
5

H
2
8
.1

2
.1

2
H

2
8
.1

2
.1

2
H

2
8
.1

2
.1

2
3

1
1
6

1
0
月

1
4
日

に
判

定
日

を
設

定
す

る
が

、
連

絡
な

く
キ

ャ
ン

セ
ル

。
1
2
月

1
2
日

に
再

度
設

定
し

た
。

例
１

新
規

H
2
9
.5

.1
H

2
9
.5

.9
H

2
9
.7

.2
1

H
2
9
.7

.2
1

H
2
9
.7

.2
1

8
8
0

例
２

新
規

H
2
9
.7

.4
H

2
9
.7

.1
0

H
2
9
.1

0
.1

0
H

2
9
.1

0
.1

0
H

2
9
.1

0
.1

0
6

9
9

例
３

新
規

H
2
9
.8

.1
4

H
2
9
.8

.1
8

H
2
9
.1

1
.2

4
H

2
9
.1

1
.2

4
H

2
9
.1

1
.2

4
4

1
0
5

例
４

更
新

H
2
9
.4

.2
6

H
2
9
.5

.1
5

H
2
9
.8

.3
1

H
2
9
.8

.3
1

H
2
9
.8

.3
1

1
9

1
1
5

例
５

更
新

H
2
9
.7

.5
H

2
9
.7

.1
0

H
2
9
.1

0
.2

5
H

2
9
.1

0
.2

5
H

2
9
.1

0
.2

5
5

1
1
4

例
６

更
新

H
2
9
.7

.1
3

H
2
9
.7

.1
8

H
2
9
.1

0
.1

1
H

2
9
.1

2
.2

1
H

2
9
.1

2
.2

1
5

1
6
3

1
0
月

1
0
日

に
判

定
実

施
。

医
学

診
断

書
を

1
2
月

2
1
日

に
受

理
。

中
央

こ
ど

も
家

庭
セ

ン
タ

ー
よ

り
　

情
報

提
供

中
央

こ
ど

も
家

庭
ｾ
ﾝ
ﾀｰ

療
育

手
帳

交
付

状
況

H
2
7

H
2
8

H
2
9

療
育

手
帳

の
交

付
事

務
に

つ
い

て
（
実

態
調

査
）
　

[中
央

こ
ど

も
家

庭
セ

ン
タ

ー
（
H

2
7
～

H
2
9
)]

[参
考

]
「
県

受
付

～
交

付
ま

で
の

期
間

（
日

）
」
に

つ
い

て
は

、
特

に
新

規
交

付
件

数
が

増
加

傾
向

に
あ

り
、

全
体

的
に

面
接

の
調

整
日

数
が

長
期

化
し

て

い
る

。

区
分

H
2
7

H
2
8

H
2
9

新
規

3
6
0

3
8
3

3
8
9

更
新

4
9
5

5
9
0

5
1
4

合
計

8
5
5

9
7
3

9
0
3

中
央
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

単
位
：
件

 

【
参

考
】

l
市

か
ら

県
へ

の
申

請
書

進
達

期
間

が
１

週
間

前
後

、
県

が
交

付
決

定
し

て
か

ら
、

市
が

本
人

に
渡

す
期

間
が

１
週

間
程

度
か

か
っ

て
い

る
。

l
件

数
が

増
加

傾
向

に
あ

り
、

判
定

の
た

め
の

面
接

ま
で

の
日

数
（
面

接
待

ち
日

数
）は

長
期

化
傾

向
に

あ
る

。

6



【
提

案
】
知

的
障

害
児

の
療

育
手

帳
交

付
に

か
か

る
制

度
の

見
直

し

児
童

相
談

所
を

設
置

す
る

中
核

市
に

つ
い

て
は

、
県

と
の

協
議

が
整

え
ば

、
当

該
市

が
交

付
事

務
を

実
施

で
き

る
よ

う
に

す
る

（
指

定
都

市
と

同
様

の
事

務
実

施
）
。

市
民

指
定

都
市

中
核

市
児

童
相

談
所

①
申

請

②
判

定
・
交

付
決

定

③
交

付

Ø
市

に
お

け
る

一
貫

し
た

指
導

・
相

談
が

実
現

Ø
申

請
か

ら
交

付
ま

で
の

時
間

の
短

縮
や

事
務

の
効

率
化

に
よ

り
サ

ー
ビ

ス
向

上
Ø

不
服

申
立

て
に

も
判

定
・
交

付
を

実
施

す
る

市
が

責
任

を
も

っ
て

対
応

7

7



一
時
預
か
り
事
業
（幼

稚
園
型
）の

人
員
配
置
基
準
の
緩
和
及
び

幼
稚
園
免
許
更
新
対
象
者
の
拡
大

千
葉

県
南

房
総

市

8

重点番号２：一時預かり事業（幼稚園型）の人員配置基準の緩和及び幼稚園免許　　　　　　　　更新対象者の拡大（南房総市）



提
案
の
背
景
①

就
学
前
教
育
・保

育
の
歴
史

南
房
総
市
は
平

成
１
８
年

に
７
町

村
が

合
併

し
て
誕

生

昭
和
３
０
～
４
０
年
ご
ろ

旧
町

村
で
幼

稚
園

が
小
学

校
付
属

施
設
と
し
て
開
園

昭
和
５
０
年

代
幼
稚

園
就

園
前

（
３
歳

ま
で
）の

保
育

の
受
け
皿
と
し
て
公
立
保
育
所

開
園

平
成
１
０
年

旧
三

芳
村

で
幼

稚
園
・
小
学

校
の
放

課
後
の

預
か
り
保
育
開
始

→
保
育
ニ
ー
ズ
が
あ
る
子

も
な
い
子

も
４
歳

に
な
っ
た
ら
幼

稚
園
に
行
く
児
童
が
ほ
と
ん
ど

現
在

４
・
５
歳

児
の

保
育

の
受

け
皿

と
し
て
公

立
幼

稚
園
６
園

で
一
時

預
か

り
事
業
（ 幼

稚
園
型

）を
実

施

9



提
案
の
背
景
②

一
時
預
か
り
事
業
（幼

稚
園
型
）の

実
施
状
況

園
児

数
一

時
預

か
り
利

用
者

利
用

率

平
成

２
８
年

度
３
４
９
人

１
７
９
人

５
１
．
３
％

平
成

２
９
年

度
３
５
６
人

１
８
７
人

５
２
．
５
％

平
成

３
０
年

度
３
６
７
人

２
１
０
人

５
７
．
２
％

１
号
認

定
を
受

け
る
児

童
の

約
半

数
が
一
時
預
か
り
を

利
用
。
そ
の
利

用
率

は
、
一

億
総

活
躍
社
会
や
女
性
活

躍
推
進
法

な
ど
の

施
策

を
受

け
増
加

傾
向

10



具
体
的
な
支
障
事
例
①

一
時
預
か
り
事
業
従
事
者
の
不
足

幼
稚
園
の
教
材
研
究
の
時
間
確
保
の
た
め
一

時
預

か
り
事

業
専

任
の

従
事

者
（
非
常
勤
職
員
）
を
雇
用

①
変
則
的
な
雇
用
時
間
（

7：
20

～
9：

20
、

13
：

15
～

18
：

15
）
に
よ
り
従

事
者

の
確
保

が
困
難

②
夏
休
み
等
の
長
期
休
業
中
に
は

10
.5
時

間
開

所
す
る
た
め
、
さ
ら
に
多

く
の
人
材

確
保
が
必
要

11



具
体
的
な
支
障
事
例
②

有
資
格
者
の
確
保

基
準
に
よ
り
配
置
職
員
の

1/
2（

当
面

1/
3）

の
有

資
格

者
が

必
要

一
時
預

か
り
従
事
者

46
人
の
う
ち
有
資
格

者
20

人

小
学
校

教
諭
、
養

護
教
諭
免
許
状
所
有
者

→
4人

幼
稚
園

免
許
状
所
有
者
（
有
資
格
者
）
の

う
ち
新

免
許

状
で
有

効
期

限
が

到
来

し
て
し
ま
う
者

→
3人

12



具
体
的
な
支
障
事
例
③

従
事
者
の
年
齢

一
時
預

か
り
従

事
者

の
年

齢
層

（
）
内
は

有
資

格
者

数

週
20

時
間

未
満

週
20

時
間

以
上

20
代

0人
（

0人
）

3人
（

3人
）

30
代

3人
（

2人
）

3人
（

2人
）

40
代

7人
（

3人
）

1人
（

0人
）

50
代

14
人
（

4人
）

3人
（

2人
）

60
代

11
人
（

3人
）

1人
（

1人
）

子
育

て
が
一
段
落
し
た
世
代
（
教
員
経
験
者
な

ど
）
が

パ
ー
ト
感
覚
で
預
か
り
保
育
に
従
事
す
る

ケ
ー
ス
が
多
い
。

従
事

者
不
足
か
ら
教
育
委
員
会
と
し
て
も
教
員
経

験
者

を
積
極
的
に
活
用
し
た
い
。

し
か

し
、
教
育
の
経
験
が
十
分
あ
る
ベ
テ
ラ
ン
で

も
、
１
／

３
配
置
基
準
の
有
資
格
者
と
し
て
カ
ウ
ン

ト
で
き
な
い
。

南
房

総
市
の
高
齢
化
率

43
.3
％
（
県
ワ
ー
ス
ト
３
位
）

13



提
案
①

有
資
格
者
要
件
の
緩
和

有
資

格
者
不
足
を
解
消
し
、
安

定
的
、
継
続

的
な
運

営
の

た
め
に

現
行

→
保
育
士
ま
た
は
幼
稚
園
教
諭
免

許
状

所
有

者

提
案

→
上
記
に
加
え
て

①
幼
稚
園
教
諭
免
許
未
更
新
者
（
条

件
付

き
）

②
小
学
校
教
諭
、
養
護
教
諭
免
許

所
有

者

を
、
有

資
格
者
と
し
て
認

め
る

14



提
案
①

質
の
確
保
策

幼
稚
園
教
諭
免
許
未
更
新
者


現

在
、
一

時
預

か
り
事

業
に
従
事

す
る
だ
け
で
は
更
新
講
習
を
受
講
す
る
要
件
に

該
当
し
な
い


費

用
負

担
な
ど
の

問
題

で
受

講
を
勧
め
る
こ
と
が
難
し
い

一
定
以

上
の

実
務

経
験

や
市
町

村
長
等

が
実
施
す
る
研
修
を
修
了
し
た
者
は
有
資

格
者
と
同
等

と
認

め
て
よ
い
の

で
は

な
い
か

※
旧
免
許
状
の
場
合
一
時
預
か
り
専
任
従
事
者

は
従
事

中
に
修

了
期

限
が

到
来

し
て
も
失

効
し
な
い
の

で
、
新

免
許
状
所
有
者
を
対

象

15



提
案
①

質
の
確
保
策

小
学
校
教
諭
、
養
護
教
諭
免
許

所
有
者
を
有
資
格
者
と
し
て
認
め
る
。

当
市
で
の
一
時
預
か
り
事
業
の
対
象
者
は
４
，
５
歳
児
で
あ
り
、
小
学
校
教
諭
、

養
護
教
諭
免
許
所
有
者
は
子
ど
も
を
保
育
す
る
た
め
の
必
要
な
知
識
を
十
分
有
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
で
は
小
学
校
教
諭
、
養
護
教
諭
を
保
育
士
と
み

な
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
参
考
）
児
童

福
祉

施
設

の
設
備

及
び
運

営
に
関

す
る
基

準
（厚

生
労
働
省
令
）
抜
粋

第
95

条
保

育
士

の
数

の
算

定
に
つ
い
て
、
当

分
の
間

、
幼
稚
園
教
諭
若
し
く
は

小
学
校
教
諭
又

は
養
護
教

諭
の

普
通

免
許

状
を
有

す
る
者

を
保

育
士
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

16



提
案
②

教
員
免
許
の
更
新
要
件
の
改
正

上
記

の
提

案
が

認
め
ら
れ

な
い
場

合
に
は

．
．
．

現
在
、
一

時
預
か
り
事
業
の
有
資
格
者
要
件

は
免

許
状

所
有

者
と
な
っ
て
い

る
に
も
か

か
わ
ら
ず
一
時
預
か
り
専
任
の

従
事

者
は

免
許

状
更

新
講

習
の

対
象
外
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は

、
制

度
に
矛

盾
が

生
じ
て
い
る
の

で
は

な
い
か

教
員
免
許
更
新
講
習
受
講
対
象
者
に
「
幼

稚
園

で
一

時
預

か
り
事

業
に
従

事
す
る
者
」
を
加

え
て
い
た
だ
き
た
い

17



提
案
に
よ
る
効
果

５
年
以
内
に
幼
稚
園
新
免
許
状
が
切
れ
る
人

＝
3人

小
学
校

教
諭
、
養

護
教
諭
免
許
を
持
っ
て
い
る
人

＝
4人

有
資
格

者
率
が

43
.5
％

→
52

.2
％

に
（
人

数
ベ
ー
ス
）

長
期
休
み
中
の
有
資
格
者
の
無
理
な
シ
フ
ト
勤

務
も
緩

和

土
曜
日
の
保
育
実
施
な
ど
多
様
な
保
育

ニ
ー
ズ
に
対

応
が

し
や

す
く
な
る
。

18



ま
と
め

少
子
高
齢
化
が
進
む
中
で
、
今
後
の
日
本
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
将
来
を
考
え
た
と
き
、
幼

児
か

ら
の
教
育
が
重
要
と
考
え
る
。
保
護
者
の
多
様
な
保
育
ニ
ー
ズ
に
応
え
な
が
ら
、
当

市
の

目
指
す
質
の

高
い
幼
児
教
育
を
実
施
し
て
い
き
た
い
。

定
年
退
職
を
迎
え
た
方
た
ち
に
、
こ
れ
ま
で
の
知
識
と
経
験
が
活
か
せ
る
場
所
で
働
い
て

も
ら
い
、
孫
世
代
の
子
ど
も
た
ち
と
の
交
流
を
通
し
て
生
き
が
い
の
醸
成
に
も
つ
な
げ
て
い

き
た
い
と
考
え
る
。

19



一
時
預
か
り
事
業
（
幼
稚
園

型
）
の

人
員
配
置
基
準
の
緩
和
及

び
幼
稚
園
免
許
更
新
対
象
者

の
拡

大

平
成

30
年

7月
6日

（
金
）

茨
城
県
水
戸
市

水
戸

の
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
み

と
ち
ゃ
ん
」

20

重点番号２：一時預かり事業（幼稚園型）の人員配置基準の緩和及び幼稚園免許　　　　　　　　更新対象者の拡大（水戸市）



水
戸
市
の
市
章

•
茨

城
県

の
県

庁
所

在
地

•
中

核
市

移
行

を
目

標
（
H

3
2
年

度
）

•
面

積
：

2
1

7
.3

2
㎢

•
人

口
：

2
7
0
,2

7
4

人

•
財

政
規

模
：
1
3
0
,0

1
3
,0

0
0
千

円
（
H

3
0
年

度
一

般
会

計
予

算
）

水
戸

市
勢

21



水
戸
市
の

子
ど
も
・
子
育
て
分
野
の

状
況

人
口
分
布

全
人
口

27
0,

27
4人

0～
5歳

児
1
4
,1

2
3
人

保
育
認
定
児
童

5
,1

5
8
人

教
育
認
定
児
童

3
,2

4
3
人

幼
稚
園

23
か
所

（
市
立

19
，
民
間

4）

幼
稚
園
型

認
定
こ
ど
も
園

（
民
間
の
み
）

10
か
所

保
育
所

53
か
所

（
市
立

13
か
所
，
民
間

40
か
所
）

幼
保
連
携
型

認
定
こ
ど
も
園

（
民
間
の
み
）

3か
所

地
域
型
保
育

（
民
間
の
み
）

小
規

模
保

育
11

か
所

家
庭

的
保

育
6か

所

水
戸

の
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
み

と
ち
ゃ
ん
」

幼
児
教
育
施
設
数

22



平
成

2
9
年

4
月

1
日
時
点

1
1
3
人

平
成

3
0
年

4
月

1
日
現
在

3
0
人

平
成

3
0
年

5
月

1
日
現

在
市
立
幼
稚
園
入
園
者

数
6
1
8
人

充
足
率

4
1
.6
％

水
戸
の
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
み

と
ち
ゃ
ん
」

水
戸
市
に
お

け
る
子
ど
も
・
子
育
て
分
野
の

課
題

保
育
と
幼
児
教
育

双
方
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら
れ
て
い
な
い
！

！

保
育
所
待
機
児
童
の
発
生

市
立
幼
稚
園
充
足
率
の
低
下

23



目
標

•
待

機
児
童
が
解
消

•
市

立
幼
稚
園
充
足
率
が
改
善

対
策

•
幼

稚
園

で
保

育
ニ
ー
ズ
を
満

た
す

現
状

•
待
機

児
童

が
発

生
し
て
い
る

•
幼
稚

園
に
は

空
き
が

あ
る

水
戸
の
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
み

と
ち
ゃ
ん
」

⇒
一

時
預

か
り
事

業
を
充

実
さ
せ

る
こ
と

で
二

つ
の

課
題

に
対

応
で
き
る

水
戸
市
に
お

け
る
子
ど
も
・
子
育
て
分
野
の

課
題

へ
の

対
応
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